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諮問第192号の答申 

    経済センサス-活動調査及び個人企業経済調査の変更について 

 

本委員会は、諮問第192号による経済センサス‐活動調査（令和８年に実施する調査）及び個

人企業経済調査（令和８年以降に実施する調査）の変更について審議した結果、下記のとおり結

論を得たので、答申する。 

 

記 

 

１ 本調査計画の変更 

（１）承認の適否 

令和７年３月12日付け総統経セ第10号、20250310統第１号により総務大臣及び経済産業大

臣から申請された「基幹統計調査の変更について（申請）」並びに令和７年３月10日付け総

統経第28号により総務大臣から申請された「基幹統計調査の変更について（申請）」（以下

あわせて「本申請」という。）について審議した結果、以下のとおり、統計法（平成19年法

律第53号）第10条各号に掲げる要件のいずれにも適合しているため、「経済センサス-活動

調査」（基幹統計調査。以下「活動調査」という。）及び「個人企業経済調査」（基幹統計

調査。以下「個人企業調査」という。）の変更を承認して差し支えない。 

 

（２）理由等 

ア 活動調査の見直し 

（ア）調査事項の変更 

ａ サービス分野の収入の内訳に適用される調査品目の見直し 

本申請では、図表１のとおり、サービス分野の収入の内訳に適用される調査品目を

見直す計画である。 

これは、令和３年に実施した活動調査（以下「令和３年調査」という。）において、

統計改革推進会議最終取りまとめ（平成 29 年５月 19 日統計改革推進会議決定。以下

「最終とりまとめ」という。）を踏まえてサービス分野の生産物分類を基に定めた調

査品目により調査を実施した結果、一部の調査品目において、計上金額が少ないもの

や、「その他」品目が大きい額として計上されたものが見受けられたことのほか、企

業等へのヒアリング、本申請に先立って実施した試験調査でのアンケート結果などの

記入可能性に関する検討を踏まえつつ、利活用ニーズの再確認や令和６年設定の生産

物分類を踏まえたものである。 

なお、本調査事項は、報告者に対し、配布される分類表から該当する調査品目を選

び出すことを求めており、その負担を軽減するため、調査実施者においては、調査品

目の見直しに伴い、過去に回答した品目のプレプリントや、キーワードで品目を検索

できる「分類番号検索システム（仮称）」を開発することとしている。 

これについては、適切な実態把握や報告者負担の軽減に配慮しつつ、調査結果の利

活用状況も踏まえたものであることから、適当である。 

 

（案） 
資料２ 
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とオンライン回答に必要な書類を同時に配布し、オンライン又は調査員による取集

によって回答する。 

ⅱ）調査員により新たに捕捉された新設事業所に対しては、調査員から当該事業所に

対して紙の調査票とオンライン回答に必要な書類を同時に配布し、オンライン又は

調査員による取集によって回答する。 

 

図表３ 調査方法の変更イメージ図 

【直轄調査】 

 

 

【調査員調査】 

 

 

また、オンライン回答の推進に資するため、電子調査票の改善や、ログイン方法の

解説動画の作成、オンライン回答専用のコールセンターの設置、前述の「分類番号検

索システム（仮称）」の開発などを行うこととしている。 

この変更の背景としては、公的統計の整備に関する基本的な計画（令和５年３月28

日閣議決定。以下「第Ⅳ期基本計画」という。）において、基幹統計調査における回

答数に占めるオンラインによる回答数の割合を、企業系調査では８割以上を目指すこ

とが掲げられており、活動調査においてもオンライン回答の推進が求められているこ

とがある。 

このため、試験調査では、オンライン回答を原則として調査を実施し、その効果を
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検証した結果、令和３年調査よりも大幅にオンライン回答率が上昇しており、調査方

法の変更の効果があったとしている。 

これらについては、オンライン回答率の更なる向上に資するものであること、また、

調査員の活動開始前に調査への回答が完了する事業所が増えることで、調査員の事務

負担の軽減が期待できることから、適当である。 

なお、事前に全国的な広報で原則オンライン回答とすることについて周知するなど、

報告者の理解を得るための取組を行うことが望まれる。 

 

ｂ 一部の報告者における調査票の配布、回収方法の見直し 

本申請では、図表４のとおり、単独事業所企業の「社会保険事業団体」と「法人で

ない団体」のうち非ネットワーク型産業の団体について、いずれも調査員調査から直

轄調査に移行する計画である。 

これは、令和３年調査における「社会保険事業サービス」の売上（収入）金額規模

が大きくなっていることを踏まえたものである。また、「法人でない団体」のうち非

ネットワーク型産業の団体については、後記ｃを踏まえたものである。 

これらについては、実態のより適切な把握に資するものであることから、適当であ

る。 

 

図表４ 調査対象区分ごとの調査方法の新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 個人企業調査対象企業については、直轄調査で実施 

※２ 企業調査支援事業対象企業については、独立行政法人統計センターが調査票の配布・回収を実施 

※３ 「851 社会保険事業団体」については、直轄調査で実施 

※４ ネットワーク型産業に該当しない産業をいう。 

なお、ネットワーク型産業とは、事業所単位で売上（収入）金額の把握できない産業をいい、日本標準産業

分類「大分類Ｄ 建設業」、「大分類Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業」、「大分類Ｈ 運輸業、郵便業」、

「大分類Ｊ 金融業、保険業」、「中分類37 通信業」、「中分類38 放送業」、「中分類41 映像・音声・文字

情報制作業」、「中分類81 学校教育」、「中分類86 郵便局」、「中分類93 政治・経済・文化団体」及び

「中分類94 宗教」をいう。 

※５ 非ネットワーク型産業については、直轄調査で実施 

 

令和３年調査 令和８年調査

調査員調査 直轄調査※３
経済構造実態調査対象
従業者300人以上
その他

調査員調査 直轄調査※５

直轄調査
調査員調査

外国の会社の事業所

法人でない団体
ネットワーク型産業
非ネットワーク型産業※４

調査対象区分
調査方法

調査員調査

直轄調査

直轄調査

調査員調査

個人経営企業※１

会社、会社以外の
法人※２

複数事業所

単独事業所
企業

資本金１億円以上の単独事業所、純粋持
ち株会社、不動産投資法人

上記以外

C 鉱業、採石業、砂利採取業
851 社会保険事業団体

上記以外
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ｃ 報告方法の見直し 

本申請では、共同企業体の事業所を、出資した企業それぞれの支所事業所ではなく、

１つの独立した事業所として取扱い、報告を求める計画である（図表５参照）（なお、

図表２の④のとおり調査票も「産業共通調査票」から「産業別単独事業所調査票」に

変更）。 

この変更の背景としては、これまで、製造業事業所等における共同企業体は、出資

した企業それぞれの支所事業所として回答を求めていたところ、企業間で出荷額や敷

地面積等について重複記入への対応や出資割合等に比例した割り振り処理を行うなど、

報告者負担が生じていた経緯がある。 

これについては、報告者負担の軽減に資するものであること、売上（収入）総額の

把握には影響がないこと、事業所数は変動するものの影響は軽微であること、調査実

施者において審査を行い、回答の重複を排除するとしていることから、適当である。 

 

図表５ 共同企業体の取扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）集計事項の変更 

ａ 「個人経営」複数事業所企業に関する地域別集計の見直し 

本申請では、「個人経営」複数事業所企業に関する地域別集計を行う際に、本所が

記入する「企業全体の売上（収入）金額」を「本所（事業所）の売上（収入）金額」

とみなし、本所の所在する地域の売上（収入）金額に合算する方法に変更する計画で

ある。 

これまで、活動調査では、「個人経営」複数事業所企業については、「本所・本

社・本店」に該当する事業所において企業全体の売上（収入）金額を報告することと

しており、地域別集計を行う際には、当該企業に所属する事業所（本所及び支所）の

事業従事者数に比例して、企業全体の売上（収入）金額を割り振ることで、各事業所

が所在する地域の売上（収入）金額を算出していた。このため、当該企業の「支所・

支社・支店」においては、本所の正式名称・所在地等について報告を求めてきたとこ

ろである。 

しかしながら、令和３年調査では、本所と支所の関係が特定できた事業所について

「企業全体の売上（収入）金額」を地域別に割り振ったところ、その売上（収入）金










